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論 点 

○ 開示の実施について問題はあるか。 

 
 
☆ 開示の実施に関して行政機関及び独立行政法人等において対応に苦慮したもの

として、現行政令に規定がない「カラーによる複写」及び「Ａ０判の複写」を求

められた事例がある。 

☆ 地方公共団体の中には、「閲覧」の実施に際し、開示請求者が持参したカメラで

の撮影やスキャナーによる読み取りを認めているところがあり、国の行政機関に

おいてもこれを認めるべきだとの指摘があるが、一方で、庁舎管理上の問題等の

指摘もある。 

☆ 電磁的記録の電磁媒体の交付による開示の実施は、ほとんどの行政機関で行わ

れている。 

☆ 紙媒体でしか保有されていない「文書」及び「図画」については、ＰＤＦ化す

るなど「電磁的記録」に変換して電磁媒体での開示の実施を求める要望がある。 

☆ 今年 3月 31 日からオンラインによる開示請求が可能となっているが、これに対

応して、一部行政機関を除き、電磁的記録についてはオンラインでの開示の実施

も可能となっている。 

 

 

 

１ 開示の実施における運用上の支障事例 

  開示の実施に関して政令で規定する開示の実施の方法により開示することが困

難であった事例の有無について聞いた結果、53 機関等（41 行政機関及び 12 法人）

中、2機関等（1機関１法人）において、現行政令で規定されていない「カラーで

の複写」や「Ａ０判の図面の複写」を求められて対応に苦慮したとしている。 

（政令で規定している開示の実施方法については、別添参照） 
 

  ① 困難であった事例無し・・・・・・・・・４７ 

  ② 困難であった事例有り・・・・・・・・・ ２ 

  ③ 把握していない・・・・・・・・・・・・ ４ 

【困難な事例の内容】 

     ・Ａ０判の図面の複写 

     ・カラーでの複写 
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２ 「閲覧」の実施におけるカメラ撮影等について 

 

 (1) 国の行政機関における運用 

   情報公開法は、「閲覧」の実施に関して、開示の実施申出者が持参したカメラ

やスキャナー等による撮影や読み取り行為について何ら規定していない。 

当該行為については、運用上は、想定外の行為として認められていない。 

   
○「情報公開事務処理の手引」（総務省行政管理局）（抄） 
第４ 開示の実施 
４ 開示の実施 
  (1) 行政文書の種類ごとの具体的実施の方法 

④ その他の留意点 
ⅳ 写しを作成する場合の記録媒体については、行政機関のシステム

への安全性を考慮して、開示を受ける者の持参した物ではなく、行

政機関側で用意した物を用いて写しの交付を行うこととなる。 
また、情報公開法では、閲覧の場合において、開示を受ける者が

カメラやビデオカメラを持参して自分で写しを撮ることは、想定さ

れていない（筆写については、許されるものと解する。）。 
 

 (2) 「閲覧」の実施におけるカメラ撮影等に関するアンケート結果 

「閲覧」の実施に際して、開示の実施申出者が持参したカメラやスキャナー

等による撮影や読み取りを認めることについて、支障があるか否か調査した結

果は下記のとおりである。特に、支障はないとする意見がある一方で、庁舎管

理上の問題等があるとする意見もある。 

 

   ① 特に支障はない・・・・・・・１９ 

   ② 支障がある・・・・・・・・・１０ 

   ③ 分からない・・・・・・・・・１５ 

    

  【支障がないとする理由】 

○ 何らかの基準を設けて認めるのであれば、構わないのではないか。 

○ 現行の情報公開法が写しの交付を認めていることから、これとカメラ撮

影等は特段の差はないと思われる。 

○ カメラ、スキャナー撮影等の読み取りについては、そもそも「閲覧」と

解釈するか「写しの交付」と解釈するか見解の分かれるところではないか。

いずれにあたるか現状では解釈がクリアでないが、いずれの場合において
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も、写しが請求者本人に渡るという点において相違ない。よって、複写機

による写しのペーパー交付との明らかな相違点及び問題点が存在しない限

り、撮影行為を制限する合理的理由はないものと考える。 

○ 現物を生の状態で写し取りたいという開示請求者の希望がそこにあるの

ならば、そうした写し取り行為を禁じてしまうことは、“閲覧”という言葉

の意味だけの話に留まり、（情報公開法は）限りなく了見の狭いものと受け

取られる恐れがあるので、不適切と考える。  

○ 開示文書の複写にカラーコピーでの対応がなされていないので、開示す

る資料の種類（色つき、写真等）によりカメラ等の使用が合理的。 

 

【支障があるとする理由】 

○ 写しの交付等を希望した請求者よりも少額の手数料で開示の実施を受け

られることになり、撮影を「閲覧」の一環であると認めるのは相当ではな

いと考える。 

○ 開示請求にかかる写しの交付の場合は、別途料金を徴収することになっ

ていることから、料金徴収制度に疑義を生じることになるのではないか。 

○ 開示請求にかかる文書の閲覧についてカメラ等による撮影を認めてしま

うと、一般の閲覧文書も認めることになり、結果として閲覧時間が長時間

に及び他の利用者を待たせるなど不都合が生じるおそれがある。 

○ 閲覧時にカメラ撮影等を認めることは、実質的に謄写と同様になり、制

度上、閲覧と謄写を区別しているものとの間で齟齬が生じる。 

○ カメラ撮影については、調査活動等に従事する職員の面割写真を隠し撮

りされたり、インターネットなどによって公開された場合に、調査活動等

業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

○ スキャナーによる読み取りについては、紙などでマスキングした文書（原

本）を読み取らせた場合、マスキング部分が剥がれ不開示部分が開示され

るなどのおそれがあるほか、行政文書自体の破損・汚損も懸念される。 

○ スキャナー使用については、電源の供給根拠がなく、また機材の搬入に

ついて庁舎管理上問題がある。 

○ 長時間の窓口利用になることも予想され、他の請求者への影響が考えら

れる。（場所の確保、職員の立会いが必要など） 

○ 「複写したものの交付」や「出力したものの交付」等の行政文書を取得

する実施方法があるのであるから、「閲覧」でカメラやスキャナー等による

撮影や読み読み取り行為を認めることは、他の実施方法との手数料バラン

スの関係において支障をきたす。 

○ 「更なる開示の申出」の実質的意味がなくなるのではないか。 
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 (3) 地方公共団体における実施例 

   地方公共団体では、「閲覧」の実施に際して、開示の実施申出者が持参したカ

メラやスキャナー等による撮影や読み取りを認めているところがある。 

例えば、東京都狛江市では、情報公開条例施行規則に規定することにより平

成 15 年 10 月から、佐賀県では事務取扱要領に明記することにより平成 16 年 4

月から、それぞれ実施している。 

 

  ○「狛江市情報公開条例施行規則」（抄） 

   （公開の実施） 

   第４条 条例第８条第１項に規定する閲覧若しくは視聴とは、カメラ等によ

る撮影を含むものとする。 

 

○「佐賀県公文書開示事務取扱要領」（抄） 
第３ 公文書の開示に係る事務 
４ 公文書の開示の実施 
  (2) 公文書の開示 

ア 文書または図面の開示の方法 
なお、公文書の開示に際して、請求者がカメラ等による撮影を申 

し出た場合には、原則としてこれを認めるものとする。 

 

 
３ 「電磁的記録」の電磁媒体の交付による開示の実施状況 

 

 (1) 「電磁的記録」の開示の実施例 

   各省庁等における「電磁的記録」の電磁媒体の交付による開示の実施の網羅

的な実態把握は困難であるが、政令別表第一の「行政文書の種類」の項が「七 

電磁的記録」で「開示の実施方法」の項が「ニ フレキシブルディスクカート

リッジに複写したものの交付」から「ヌ 幅三・八一ミリメートルの磁気テー

プカートリッジに複写したものの交付」までの各類型に該当する方法での開示

の実施について、最近の実施例について例示すると、次表のとおりである。 
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  表 「電磁的記録」の電磁媒体の交付による開示の実施例 

行政機関名 

法 人 名 
件 名 等 対象文書量 実施の方法 

警察庁 

各都道府県警察における標

識ＢＯＸの意見受理件数一

覧表 

０．０９５メガバ

イト 

フレキシブルディ

スクカートリッジ

に複写したものの

交付 

防衛庁 
第１回研究本部セミナー資

料等 

光ディスク１枚

（13.04 ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ）

光ディスク 

金融庁 
金融庁登録貸金業者情報検

索サービスの全情報 

４．２０メガバイ

ト 

光ディスク 

ラスパイレス指数一覧（Ｈ

１３全団体） 

紙４４枚、フレキ

シブルディスクカ

ートリッジ１枚 

フレキシブルディ

スクカートリッジ

に複写したものの

交付 総務省 

平成 14 年度公益法人概況

調査における会計等に関す

る事項のデータ一式 

1822 枚（13．3Ｍ

Ｂ） 

光ディスク（ＣＤ

－Ｒ） 

法務省 
行政文書ファイル管理簿

（特定部局分） 

０．４５メガバイ

ト 

フレキシブルディ

スクカートリッジ

国税庁 

審理事例検索システムに保

存される行政文書の開示請

求 

電 磁 的 記 録

12.69 メガバイト

光ディスクに複写

したものの交付 

文部科学省 
平成１３年度  公益法人

概況調査  個別調査票 

マイクロソフトエ

クセル 4.49MB 

光ディスクに複写

したものの交付 

経済産業省 

経済産業省情報公開手順マ

ニュアル（第３版）平成１

４年１０月 

１．５７メガバイ

ト 

フレキシブルディ

スクカートリッジ

（ＦＤ）に複写し

たものの交付 

サーチ戦略ファイル（切削

加工） 

１,１８８ＫＢ  同上 

特許庁 
サーチ戦略ファイル（半導

体露光） 

２,６５１ＫＢ 光ディスクに複写

したものの交付 

海上保安庁 

平成 16 年 3 月 30 日付保総

政第 421 号で開示されたビ

デオテープの画像内容を文

書化した記録の全て 

電磁的記録 ０．

２６メガバイト及

びＡ４判文書２３

枚 

フレキシブルカー

トリッジ１枚及び

Ａ４判文書２３枚

の送付 

環境省 

平成１４年度のＰＥＴボト

ル分別収集実績（全国の市

長別データ） 

フレキシブルディ

スクカートリッジ

1枚・１１５ＫＢ

フレキシブルディ

スクカートリッジ

に複写したものを

交付 

日本道路公団 
別納制度利用者一覧（平成

１４年度） 

Ａ３判文書５７枚 同上 
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 (2) 紙媒体のみの行政文書のＰＤＦ化 

   具体的な開示の実施方法は、政令が規定しているが、現行政令では、「文書」

又は「図画」を「電磁的記録」に変換した上で開示の実施を行う方法は規定さ

れていない。これに関し、最近、紙媒体でしか保有していない行政文書につい

て、これをスキャナーで読み取り電磁的記録に変換（ＰＤＦ化）した上でフロ

ッピーディスク等の電磁媒体による交付を求めるような申出がある。 

また、平成 16 年 3 月 31 日のオンラインによる開示請求の実施に際しては、

いくつかの行政機関から、紙媒体でしか保有していない行政文書の開示の実施

をオンラインでも実現できるよう、ＰＤＦ化を認めるよう希望があった。 

 

 (3) オンラインによる開示の実施 

平成 16 年 3 月 31 日からオンラインによる開示請求が可能となっているが、

これに対応して、一部行政機関を除き、電磁的記録についてはオンラインでの

開示の実施も可能となっている。 

 



別 添 資 料  
 
 
別表第一(第十三条関係) 

行政文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額 

イ 閲覧 百枚までごとにつき百円 

ロ 撮影した写真フィルムを印画

紙に印画したものの閲覧 
一枚につき百円に十二枚までごとに七百五十円を加えた額  

ハ 複写機により複写したものの

交付 
用紙一枚につき二十円（Ａ二判については六十円、Ａ一判に

ついては百十円） 

一 文書又は図画（二の項か

ら四の項又は八の項に該当

するものを除く。） 

ニ 撮影した写真フィルムを印画

紙に印画したものの交付 
一枚につき百三十円（縦二百三ミリメートル、横二百五十四

ミリメートルのものについては、五百三十円） に十二枚ま
でごとに七百五十円を加えた額   

イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙一枚につき十円 

ロ 専用機器により映写したもの

の閲覧 
一巻につき三百円 

二 マイクロフィルム 

ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙一枚につき七十円（Ａ三判については百三十円、Ａ二判

については二百五十円、Ａ一判については五百十円） 

イ 印画紙に印画したものの閲覧 一枚につき十円 三 写真フィルム 

ロ 印画紙に印画したものの交付 一枚につき三十円（縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミ

リメートルのものについては、四百四十円） 

イ 専用機器により映写したもの

の閲覧  
一巻につき四百円 四 スライド（九の項 

に該当するものを除 
く。） 

ロ 印画紙に印画したものの交付 一枚につき百二十円（縦二百三ミリメートル、横二百五十四

ミリメートルのものについては、千五百円）  

イ 専用機器により再生したもの

の聴取 
一巻につき三百円 五 録音テープ（九の項に該

当するものを除く。）又は録

音ディスク 
ロ 録音カセットテープに複写し

たものの交付 
一巻につき六百円 

イ 専用機器により再生したもの

の視聴 
一巻につき三百円 六 ビデオテープ又はビデオ

ディスク 

ロ ビデオカセットテープに複写

したものの交付 
一巻につき七百円 

イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙百枚までごとにつき二百円 七 電磁的記録（五の項、六

の項又は八の項に該当する

ものを除く。） ロ 専用機器により再生したもの

の閲覧又は視聴 
〇・五メガバイトまでごとにつき五百五十円 



ハ 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき二十円 

ニ フレキシブルディスクカート

リッジに複写したものの交付 
一枚につき八十円に〇・五メガバイトまでごとに二百二十円

を加えた額 

ホ 光ディスクに複写したものの

交付  
一枚につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百二十円

を加えた額 

へ 電子情報処理組織を使用する

方法 
〇・五メガバイトまでごとに二百二十円 

ト 幅十二・七ミリメートルのオ

ープンリールテープに複写した

ものの交付  

一巻につき四千円に一メガバイトまでごとに二百二十円を

加えた額  

チ 幅十二・七ミリメートルの磁

気テープカートリッジに複写し

たものの交付  

一巻につき千九百円（日本工業規格Ｘ六一三五に適合するも

のについては二千八百円、国際規格一四八三三、一五八九五

又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ七千二

百円、九千八百円又は一万六千八百円）に一メガバイトまで

ごとに二百二十円を加えた額 

 

リ 幅八ミリメートルの磁気テー

プカートリッジに複写したもの

の交付 

一巻につき千二百五十円（日本工業規格Ｘ六一四二に適合す

るものについては二千四百五十円、国際規格一五七五七に適

合するものについては一万三千四百円）に一メガバイトまで

ごとに二百二十円を加えた額 

 ヌ 幅三・八一ミリメートルの磁

気テープカートリッジに複写し

たものの交付 

一巻につき九百八十円（日本工業規格Ｘ六一二九、Ｘ六一三

〇又はＸ六一三七に適合するものについてはそれぞれ二千

円、四千百五十円又は六千円） に一メガバイトまでごとに
二百二十円を加えた額 

イ 専用機器により映写したもの

の視聴 
一巻につき四百円 八 映画フィルム 

ロ ビデオカセットテープに複写

したものの交付  
三千三百円（十六ミリメートル映画フィルムについては一万

二千三百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一

万四千円）に記録時間十分までごとに千五百五十円（十六ミ

リメートル映画フィルムについては三千六百五十円、三十五

ミリメートル映画フィルムについては四千四百五十円）を加

えた額 

イ 専用機器により再生したもの

の視聴 
一巻につき七百円 九 スライド及び録音テープ

（第九条第五項に規定する

場合におけるものに限る。） 
ロ ビデオカセットテープに複写

したものの交付  
五千二百円（スライド二十枚を超える場合にあっては、五千

二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額） 

備考 一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を

一枚として額を算定する。 

 


